
議案第24号

　令和６年度安曇野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ48,930,000千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

（債務負担行為）
第２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることが
　できる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）
第３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債
　の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　
　地方債」による。

（一時借入金）
第４条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの
　最高額は、4,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）
第５条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の
　経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を
　　生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

令和６年度　安曇野市一般会計予算
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（単位 千円）
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款 項 金 額

1 市税 11,275,956

1 市民税 4,802,400

2 固定資産税 5,452,806

3 軽自動車税 400,900

4 市たばこ税 565,000

5 入湯税 54,850

2 地方譲与税 530,495

1 地方揮発油譲与税 119,000

2 自動車重量譲与税 383,000

3 森林環境譲与税 28,495

3 利子割交付金 3,000

1 利子割交付金 3,000

4 配当割交付金 50,000

1 配当割交付金 50,000

5 株式等譲渡所得割交付金 61,000

1 株式等譲渡所得割交付金 61,000

6 法人事業税交付金 199,000

1 法人事業税交付金 199,000

7 地方消費税交付金 2,400,000

1 地方消費税交付金 2,400,000

8 ゴルフ場利用税交付金 35,000

1 ゴルフ場利用税交付金 35,000

9 環境性能割交付金 58,000

1 環境性能割交付金 58,000

10 地方特例交付金 533,000

1 地方特例交付金 533,000

11 地方交付税 11,860,000

1 地方交付税 11,860,000

12 交通安全対策特別交付金 11,900

1 交通安全対策特別交付金 11,900

13 分担金及び負担金 293,688

1 分担金 1,676

2 負担金 292,012

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（単位 千円）
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款 項 金 額

14 使用料及び手数料 304,484

1 使用料 139,212

2 手数料 165,272

15 国庫支出金 4,551,383

1 国庫負担金 3,200,165

2 国庫補助金 1,324,816

3 国庫委託金 26,402

16 県支出金 2,773,522

1 県負担金 1,545,098

2 県補助金 1,044,031

3 県委託金 184,393

17 財産収入 51,927

1 財産運用収入 47,525

2 財産売払収入 4,402

18 寄附金 301,500

1 寄附金 301,500

19 繰入金 2,974,985

1 特別会計繰入金 1,441

2 基金繰入金 2,973,544

20 繰越金 50,000

1 繰越金 50,000

21 諸収入 2,684,660

1 延滞金・加算金及び過料 9,900

2 預金利子 100

3 貸付金元利収入 1,764,166

4 受託事業収入 1,557

5 雑入 908,937

22 市債 7,926,500

1 市債 7,926,500

歳 入 合 計 48,930,000



歳　出 （単位 千円）
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款 項 金 額

1 議会費 249,191

1 議会費 249,191

2 総務費 4,612,784

1 総務管理費 3,837,998

2 徴税費 505,102

3 戸籍住民基本台帳費 209,927

4 選挙費 17,466

5 統計調査費 13,913

6 監査委員費 27,854

7 公平委員会費 524

3 民生費 15,309,727

1 社会福祉費 8,128,341

2 児童福祉費 6,390,725

3 生活保護費 790,161

4 災害救助費 500

4 衛生費 2,721,812

1 保健衛生費 1,831,160

2 清掃費 831,290

3 上水道費 59,362

5 労働費 61,399

1 労働費 61,399

6 農林水産業費 2,189,547

1 農業費 1,088,359

2 林業費 380,741

3 耕地費 720,262

4 水産業費 185

7 商工費 2,737,132

1 商工費 2,737,132



（単位 千円）
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款 項 金 額

8 土木費 5,248,897

1 土木管理費 258,358

2 道路橋梁費 2,091,758

3 河川費 219,542

4 都市計画費 2,212,465

5 住宅費 466,774

9 消防費 1,580,046

1 消防費 1,580,046

10 教育費 6,749,360

1 教育総務費 2,181,669

2 小学校費 1,199,973

3 中学校費 418,724

4 幼稚園費 108,178

5 社会教育費 2,497,683

6 保健体育費 343,133

11 災害復旧費 7,500

1 土木施設災害復旧費 7,500

12 公債費 7,412,605

1 公債費 7,412,605

13 予備費 50,000

1 予備費 50,000

歳 出 合 計 48,930,000



事　　　　　　項 期　　　　　間

議会会議録調整等業務 令和７年度まで 9,628

バスの賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 52,122

市民意識調査支援業務 令和７年度まで 2,600

犀川三川合流部地下水涵養施策の効率化へ向
けた地下水涵養・流動過程の解明研究委託

令和７年度まで 923

LGWAN系ファイルサーバ賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 18,890

LGWAN系パソコン賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 41,832

戸籍システム等標準化・共通化事業 令和７年度まで 24,684

マイナンバーカード申請補助用タブレット賃
貸借

令和７年度から令和９年度まで 1,270

穂高地域福祉センター改修事業 令和７年度まで 251,198

豊科中央児童館建築工事 令和７年度まで 204,947

三郷東部認定こども園建設事業
（保育・厨房用消耗品及び備品）

令和７年度まで 35,661

市立認定こども園保育業務支援システム運用
保守業務委託（R７事業）

令和７年度まで 5,346

三郷堆肥センター解体工事 令和７年度まで 313,685

市営住宅穂高団地改修工事 令和７年度まで 354,061

ICT支援員業務委託 令和７年度から令和８年度まで 64,522

学校図書館システム賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 30,830

小学校複合機賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 49,320

豊科三郷地域小学校情報機器等賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 108,598

中学校複合機賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 47,327

豊科三郷地域中学校情報機器等賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 73,874

市立穂高幼稚園保育業務支援システム運用保
守業務委託（R７事業）

令和７年度まで 297

豊科近代美術館大規模改修工事 令和７年度まで 509,195

新市立博物館整備方針検討業務 令和７年度まで 4,306

図書館管理システム端末及び周辺機器賃貸借 令和７年度から令和11年度まで 24,228

第２表　債務負担行為

　(単位：千円）

限　度　額
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

臨時財政対策債 89,000 証書借入

　3.5％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について利率を
見直した後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
は債権者と協定するも
のによる。
　ただし、財政その他
の都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もし
くは低利に借換えする
ことができる。

借換債（臨時財政対策債） 850,000 同上 同上 同上

借換債（総務債） 1,958,000 同上 同上 同上

過疎対策事業債（総務債） 26,600 同上 同上 同上

旧合併特例事業債（民生債） 719,100 同上 同上 同上

施設整備事業債（民生債） 235,800 同上 同上 同上

旧合併特例事業債（衛生債） 4,600 同上 同上 同上

旧合併特例事業債（農林債） 260,600 同上 同上 同上

過疎対策事業債（農林債） 11,100 同上 同上 同上

公共事業等債（農林債） 8,500 同上 同上 同上

緊急防災・減災事業債（農林
債）

96,100 同上 同上 同上

旧合併特例事業債（商工債） 97,000 同上 同上 同上

過疎対策事業債（商工債） 4,000 同上 同上 同上

旧合併特例事業債（土木債） 608,400 同上 同上 同上

緊急自然災害防止対策事業債
（土木債）

207,800 同上 同上 同上

過疎対策事業債（土木債） 147,500 同上 同上 同上

公営住宅建設事業債（土木債） 59,800 同上 同上 同上

防災・減災・国土強靭化緊急対
策事業債（土木債）

168,400 同上 同上 同上

第３表　地方債
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

学校教育施設等整備事業債（教
育債）

319,200 証書借入

　3.5％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について利率を
見直した後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
は債権者と協定するも
のによる。
　ただし、財政その他
の都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もし
くは低利に借換えする
ことができる。

過疎対策事業債（教育債） 168,500 同上 同上 同上

旧合併特例事業債（教育債） 1,752,600 同上 同上 同上

防災対策事業債（消防債） 33,900 同上 同上 同上

旧合併特例事業債（消防債） 86,300 同上 同上 同上

消防・防災施設整備事業（消防
債）

13,700 同上 同上 同上
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議案第25号
 

　令和６年度安曇野市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところ
による。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,378,058千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

（一時借入金）
第２条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの
　最高額は、400,000千円と定める。

（歳出予算の流用）
第３条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の
　経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における
　　同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

－1－

令和６年度　安曇野市国民健康保険特別会計予算



（単位 千円）

- 2 -

款 項 金 額

1 国民健康保険税 1,687,004

1 国民健康保険税 1,687,004

2 使用料及び手数料 700

1 手数料 700

3 国庫支出金 1

1 国庫補助金 1

4 県支出金 6,926,623

1 県補助金 6,926,622

2 財政安定化基金交付金 1

5 財産収入 967

1 財産運用収入 967

6 繰入金 743,359

1 他会計繰入金 593,359

2 基金繰入金 150,000

7 繰越金 4,000

1 繰越金 4,000

8 諸収入 15,404

1 延滞金及び過料 9,002

3 貸付金元利収入 2,000

5 特定健診等個人負担金 1,700

6 雑入 2,702

歳 入 合 計 9,378,058

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入



歳　出 （単位 千円）
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款 項 金 額

1 総務費 43,294

1 総務管理費 33,189

2 賦課徴収費 9,675

3 運営協議会費 364

4 趣旨普及費 66

2 保険給付費 6,864,961

1 療養諸費 5,875,000

2 高額療養費 938,200

3 移送費 250

4 出産育児諸費 25,011

5 葬祭諸費 5,400

6 精神諸費 21,000

7 傷病手当諸費 100

3 国民健康保険事業費納付金 2,272,226

1 医療給付費分 1,434,957

2 後期高齢者支援金等分 625,391

3 介護納付金分 211,878

4 保健事業費 182,868

1 保健事業費 17,222

2 特定健康診査等事業費 165,646

5 積立金 2,968

1 積立金 2,968

6 公債費 1

1 公債費 1

7 諸支出金 6,149

1 償還金利子及び還付加算金 6,149

8 予備費 5,591

1 予備費 5,591

歳 出 合 計 9,378,058





議案第26号

　令和６年度安曇野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところ
による。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,637,965千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

令和６年度　安曇野市後期高齢者医療特別会計予算

－1－



（単位 千円）
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款 項 金 額

1 後期高齢者医療保険料 1,267,767

1 後期高齢者医療保険料 1,267,767

2 使用料及び手数料 100

1 手数料 100

3 繰入金 369,267

1 一般会計繰入金 369,267

4 繰越金 100

1 繰越金 100

5 諸収入 731

1 延滞金、加算金及び過料 11

2 償還金及び還付加算金 720

歳 入 合 計 1,637,965

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入



歳　出 （単位 千円）
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款 項 金 額

1 総務費 7,108

1 総務管理費 18

2 徴収費 7,090

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,629,026

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,629,026

3 諸支出金 720

1 償還金及び還付加算金 720

4 予備費 1,111

1 予備費 1,111

歳 出 合 計 1,637,965



　



議案第27号
 

　令和６年度安曇野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,068,784千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

（一時借入金）
第２条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの
　最高額は、500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）
第３条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の
　経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における
　　同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

令和６年度　安曇野市介護保険特別会計予算

－1－



（単位 千円）
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款 項 金 額

1 保険料 2,145,235

1 介護保険料 2,145,235

2 使用料及び手数料 185

1 手数料 185

3 国庫支出金 2,303,916

1 国庫負担金 1,704,674

2 国庫補助金 599,242

4 支払基金交付金 2,641,810

1 支払基金交付金 2,641,810

5 県支出金 1,425,450

1 県負担金 1,352,164

2 県補助金 73,286

6 サービス収入 23,480

1 介護予防給付費収入 23,480

7 財産収入 1,784

1 財産運用収入 1,784

8 繰入金 1,526,917

1 一般会計繰入金 1,439,910

2 基金繰入金 87,007

9 繰越金 2

1 繰越金 2

10 諸収入 5

1 預金利子 1

2 雑入 3

3 延滞金・加算金及び過料 1

歳 入 合 計 10,068,784

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 3 -

款 項 金 額

1 総務費 114,490

1 総務管理費 17,016

2 徴収費 5,421

3 介護認定審査会費 92,053

2 保険給付費 9,405,656

1 介護サービス等諸費 9,007,158

2 その他諸費 8,970

3 高額介護サービス等費 185,817

4 特定入所者介護サービス等費 178,379

5 高額医療合算介護サービス等費 25,332

3 地域支援事業 513,598

1 介護予防事業 25,620

2 包括的支援事業・任意事業費 134,767

3 介護予防・日常生活支援総合事業 350,700

4 その他諸費 2,511

4 介護サービス事業費 22,843

1 介護予防支援事業 22,843

5 保健福祉事業費 8,710

1 保健福祉事業費 8,710

6 基金積立金 1,786

1 基金積立金 1,786

7 公債費 100

1 公債費 100

8 諸支出金 1,551

1 償還金及び還付加算金 1,551

9 予備費 50

1 予備費 50

歳 出 合 計 10,068,784



　



議案第28号
 

　令和６年度安曇野市の上川手山林財産区特別会計の予算は、次に定める
ところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,827千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳
　入歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

－1－

令和６年度　安曇野市上川手山林財産区特別会計予算
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議案第29号
 

　令和６年度安曇野市の北の沢山林財産区特別会計の予算は、次に定める
ところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ790千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳
　入歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

－1－

令和６年度　安曇野市北の沢山林財産区特別会計予算
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議案第30号
 

　令和６年度安曇野市の有明山林財産区特別会計の予算は、次に定めるとこ
ろによる。

（歳入歳出予算)
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ771千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

－1－

令和６年度　安曇野市有明山林財産区特別会計予算
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議案第31号
 

　令和６年度安曇野市の富士尾沢山林財産区特別会計の予算は、次に定める
ところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ700千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

－1－

令和６年度　安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計予算
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議案第32号
 

　令和６年度安曇野市穂高山林財産区特別会計の予算は、次に定めるところ
による。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ730千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

－1－

令和６年度　安曇野市穂高山林財産区特別会計予算
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議案第33号

ころによる。

（歳入歳出予算）

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

令和６年度　安曇野市産業団地造成事業特別会計予算

　令和６年度安曇野市の産業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めると

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,185千円と定める。

－1－



（単位 千円）

- 2 -

款 項 金 額

2 繰入金 5,184

1 他会計繰入金 5,184

3 繰越金 1

1 繰越金 1

歳 入 合 計 5,185

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 3 -

款 項 金 額

1 産業団地事業費 5,185

1 産業団地事業費 5,185

歳 出 合 計 5,185



議案第34号

（歳入歳出予算）

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入
　歳出予算」による。

令和６年２月20日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

- 1 -

令和６年度　安曇野市有明荘特別会計予算

　令和６年度安曇野市の有明荘特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,991千円と定める。



（単位 千円）

- 2 -

款 項 金 額

1 繰入金 14,370

1 他会計繰入金 14,370

2 諸収入 3,620

1 雑入 3,620

3 繰越金 1

1 繰越金 1

歳 入 合 計 17,991

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 3 -

款 項 金 額

1 施設事業費 17,991

1 施設事業費 17,991

歳 出 合 計 17,991



　（総則）

（１）　給水戸数 戸
（２）　年間総給水量 ㎥
（３）　一日平均給水量 ㎥
（４）　主な建設改良事業
　　　　　 主要管路整備工事 千円
 　　　　　既設管路（老朽管）更新工事 千円

　（収益的収入及び支出）

　第１款　水道事業収益 千円
　　第１項　営　業　収　益 千円
　　第２項　営 業 外 収 益 千円

　第１款　水道事業費用 千円
　　第１項　営　業　費　用 千円
　　第２項　営 業 外 費 用 千円
　　第３項　予　　備　　費 千円

　（資本的収入及び支出）

　第１款　資 本 的 収 入 千円
　　第１項　企　　業　　債 千円
　　第２項　負　　担　　金 千円

　第１款　資 本 的 支 出 千円
　　第１項　建 設 改 良 費 千円
　　第２項　企 業 債 償 還 金 千円

2,032,813

当年度分損益勘定留保資金334,519千円、建設改良積立金313,100千円及び当年度分
　消費税及び地方消費税資本的収支調整額123,084千円で補填するものとする。)。

1,464,128
568,685

支出額に対し不足する額1,812,113千円は過年度分損益勘定留保資金1,041,410千円、

2,287,175
1,941,391
345,784

支　　　　　　出
2,049,943
1,968,479

71,464
10,000

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

議案第35号

令和６年度　安曇野市水道事業会計予算

第１条　令和６年度安曇野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

収　　　　　　入

9,372,000
25,676

133,760
320,320

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

39,820

収　　　　　　入
220,700
150,000
70,700

支　　　　　　出

－ 1 －



（１）　職員給与費 千円

　める。
（１）　営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合
　　における営業費用からの流用

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

水道事業債 150,000 証書借入

3.5％以内（た
だし、利率見
直し方式で借
り入れる政府
資金及び地方
公共団体金融
機構資金につ
いて利率を見
直した後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　政府資金については、その
融資条件により、銀行その他
の場合は債権者と協定するも
のによる。
　ただし、財政その他の都合
により据置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることが
できる。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　（企業債）
第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定
　める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法
（単位：千円）

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用
　し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ
　ばならない。

142,129

　（たな卸資産の購入限度額）
第８条　たな卸資産の購入限度額は、25,919千円と定める。

安曇野市長　太田　寛　

　　　　　令和６年２月20日　　提出　　

－ 2 －



（１）　排水戸数 戸
（２）　年間総汚水量 ㎥
（３）　一日平均汚水量 ㎥
（４）　主な建設改良事業

　下水道施設統廃合事業 千円

　第１款　下水道事業収益
　　第１項　営　業　収　益　　
　　第２項　営 業 外 収 益

　第１款　下水道事業費用
　　第１項　営　業　費　用
　　第２項　営 業 外 費 用
　　第３項　予　　備　　費

　第１款　資 本 的 収 入
　　第１項　企　　業　　債
　　第２項　負　　担　　金
　　第３項　補　　助　　金
　　第４項　出　　資　　金

　第１款　資 本 的 支 出
　　第１項　建 設 改 良 費
　　第２項　企 業 債 償 還 金 2,502,951  千円

665,937  千円

909,200  千円
307,392  千円
261,755  千円
118,500  千円

支　　　　　　出
3,168,888  千円

  及び地方消費税資本的収支調整額57,650千円で補填するものとする。）。
収　　　　　　入

1,596,847  千円

当年度分損益勘定留保資金389,557千円、減債積立金523,500千円、当年度分消費税

2,000  千円

　（資本的収入及び支出）
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額1,572,041千円は過年度分損益勘定留保資金601,334千円、

3,308,318  千円
405,060  千円

1,830,062  千円

支　　　　　　出
3,715,378  千円

1,921,721  千円

31,900
8,621,000

23,619

449,900

　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　入
3,751,783  千円

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

議案第36号

令和６年度　安曇野市下水道事業会計予算

　（総則）
第１条　令和６年度安曇野市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

－ 1 －



　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定
　める。
（１）　営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合
　　　における営業費用からの流用

（１）　職員給与費

　　　　安曇野市長　　太田　寛

　（たな卸資産の購入限度額）
第９条　たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

             令和６年２月20日　　提出

68,417  千円

下水道事業債

資本費平準化債

254,200

655,000

証書借入

3.5％以内（た
だし、利率見
直し方式で借
り入れる政府
資金及び地方
公共団体金融
機構資金につ
いて利率を見
直した後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　政府資金については、その
融資条件により、銀行その他
の場合は債権者と協定するも
のによる。
　ただし、財政その他の都合
により据置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることが
できる。

　（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用
　し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ
　ばならない。

（単位：千円）
起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

　める。

　（企業債）
第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

－ 2 －


